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＊ 「こども」表記について 

国の「こども」表記の判断基準を踏まえ、法令に根拠がある語や固有名詞に用いる

場合などを除き、原則として「こども」と表記します。 

 

＊ 「用語の説明」について 

説明のある用語の最初の箇所に「※」を付しています。 


